
機密性１

島根支部保険料率に係る推移表（令和元年度～令和5年度見込み分）

34,803 35,736 34,585 35,183 34,584

+2.3% +2.7% ▲3.2% +1.7% ▲1.7%

564,344 568,671 549,095 549,545 540,378

+1.6% +0.8% ▲3.4% +0.1% ▲1.7%

6.17% 6.28% 6.30% 6.40% 6.40%
5,000,881 5,236,260 5,219,755 5,251,390 5,335,168

+5.9% +4.7% ▲0.3% +0.6% +1.6%

96,555,391 99,374,307 98,584,466 99,357,853 99,488,994

+5.6% +2.9% ▲0.8% +0.8% +0.1%

5.18% 5.27% 5.29% 5.29% 5.36%

医療給付費   ▲3.6％ ▲2.0% ▲2.9% +1.1% ▲3.3%

総報酬額 ▲4.0％ ▲2.2% ▲2.6% ▲0.7% ▲1.8%

▲0.24% ▲0.27% ▲0.29% ▲0.29% ▲0.31%

▲0.60% ▲0.59% ▲0.60% ▲0.55% ▲0.55%

▲0.02%

8.6/10

▲0.86% ▲0.86% ▲0.89% ▲0.84% ▲0.86%

5.30% 5.42% 5.41% 5.56% 5.54%

ー ▲ 27 ▲ 315 ▲ 88 54

ー ▲0.005% ▲0.057% ▲0.016% +0.010%

446,255 445,544 439,750 455,443 523,060

3,410,455 3,420,428 3,418,947 3,418,877 3,560,051

206,243 214,066 239,070 269,115 274,511

519,029 544,454 288,921 458,526 213,226

4.82% 4.73% 4.71% 4.71% 4.64%

37 ▲ 7 ▲ 130 523 382

特別計上予算廃止 － － － －

+0.007% ▲0.001% ▲0.024% +0.095% +0.071%

10.13% 10.15% 10.03% 10.35% 10.26%
0% +0.02% ▲0.12% +0.32% ▲0.09%

島根支部保険料率算定時に使用する基礎データを使用

R1年度 R2年度 傾向等
（単位:百万円）

R3年度

１．支部医療給付費にかかる
料率（調整前）

島根支部医療給付費①

（前年度比増減率）

島根支部総報酬額②

（前年度比増減率）

①÷②  （Ａ）

（参考）島根支部と全国の医療費及び総報酬額の増減率比較
（島根支部増減率－全国増減率）

年齢調整料率⑤

２．（参考）全国平均の医
療給付費にかかる所要保険料
率

全国医療給付費③

（前年度比増減率）

全国総報酬額④

（前年度比増減率）

③÷④  （Ｂ）

←共通料率は、全国一律の経費より算出。全支部同じ料率とな
る。団塊の世代が後期高齢者になりはじめていること等で、「後期高
齢者支援金」が増加している。
一方、平成25年度以降平均保険料率10.00%が維持されている
ため「準備金積立て」のプラスが続いているが、令和5年度はプラス幅
が半減する見込み。

全国前期高齢者納付金等

全国業務経費・一般管理費

準備金積立て

←前々年度の収支差を計上。
令和３年度に、医療費の伸びの割に総報酬が伸びなかった。令和
５年度に清算。

島根支部特別計上分⑪

（⑩+⑪）÷②

支部保険料率（3+4+5＋6）※

（注）・基礎データは国庫補助を除いた数値。
・端数整理のため、係数が一致しない場合がある。
・本資料においては比較のため一部小数点第三位まで表示しているが、実際の支部保険料率は小数点第三位を四捨五入している。

激変緩和措置なし
（10/10）

１支部医療給付費にかかる料率(調整前)＋⑧

３．支部医療費給付にかかる
料率（調整後）

対前年度差

６．精算にかかる料率

島根支部前々年度の収支差の精算⑩

５．共通保険料率
※主な経費を抜粋

全国現金給付費等

激変緩和措調整料率⑦

（激変緩和率）

調整料率の合計⑧（⑤＋⑥＋⑦）

４．インセンティブ制度にかか
る料率(R2～)

インセンティブ制度による加減算額⑨

⑨÷②

所得調整料率⑥

R5年度

－－

←医療給付費は、コロナの流行が始まった頃の水準まで下がる見込
み。

←総報酬額は、コロナの流行が始まった頃の水準を更に下回る見込
み。

←全国は、医療給付費及び総報酬額ともにコロナ前の水準を上回
る見込み。

←令和3年度の評価結果は島根支部29位のため、令和5年度の
保険料率に0.01％を加算することとなった。

←年齢調整料率は年々増加してきており、これは全国に比べ高齢化が進んで
いることを示す。
←コロナ禍により全国平均との総報酬額の差が小さくなった。

←激変緩和措置はＲ1年度末で解消。

R4年度

－

参考資料


